


動物の飼育は禁止です。
鳴き声、においや抜け毛
などにより隣近所に大変
迷惑をかけることになり
ますので、犬、猫、鳥等
のペットは飼わないでく
ださい。









市営住宅を退去する場合は、15
日前までに退去する予定日を電
話で連絡してください。本人立
会いで退去検査がありますの
で、電話で検査日を決定しま
す。

市営住宅は修繕費が家賃に含ま
れていないため、退去検査で指
示された修繕内容の修繕費を負
担していただきます。なお、入
居期間にかかわらず、畳・襖に
ついては、必ず張り替え費用が
必要です。
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市営住宅の修繕を行
う場合、入居者負担
（有料）で行う修繕
と福岡市が行う修繕
があります。
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